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島 根 県 警 察 本 部 長　　 

 

 　　　自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈

 　　　基準について（通達）

　自動車の保管場所の確保等に関する法律（以下「法」という。）に基づく関係事務

における「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準については自動車の保管場所証明

等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について（平成29年12月20日

付け島交規乙第625号本部長通達）により運用していたところであるが、令和７年12

月31日限りでその効力を失うことから、この度、保存期間を新たに定めて令和８年１

 月１日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

 

 記

 １　解釈基準

 ⑴　自動車の使用の本拠の位置

　自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の

管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として

使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか

 否かで判断することとなる。

　なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車

を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、

運行管理等自動車の使用を管理する場所である。通常は、自動車の使用者の住所

がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であってもその場所において前述

のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。しかしながら、

そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場

所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている。 

 ⑵　自動車の保有者

　自動車の保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する

者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」をいい（法第２条第２号、

自動車損害補償法第２条第３項）、例えば、自家用自動車の所有者、自動車運送

事業者、レンタカー業者、リース形態の場合の自動車の賃借人等は、通常これに

 該当する。

 ⑶　自動車の管理責任者

　自動車の管理責任者とは、自動車の保有者から当該自動車について一定期間継

続して管理を委託され、その運行に関して責任を負う者をいい、例えば、自動車



の保有者から当該自動車を別荘で管理する旨依頼された別荘管理人は、通常これ

 に該当する。

 ２　「使用の本拠の位置」の認定に係る具体的取扱い　

 ⑴　自然人に係る具体的取扱い

 ア　住民登録がなされている住所の場合

　自動車の保有者その他自動車の管理責任者（以下「保有者等」という。）の 
住所が住民登録されている場合には、通常、使用の本拠の位置として認められ

るが、住民登録の事実のみで、実際に居住している実態がなく、当該自動車の

点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該住

 所地は、使用の本拠の位置には該当しない。

 イ　住民登録がなされていない転居先等の場合

　保有者等が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合等、そこを生

活の本拠として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、

運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位

 置として認められることもあり得る。

 ウ　別荘の場合

　保有者等が、夏季などに長期間継続して又は頻繁に別荘で生活している場合

には、当該別荘が、自動車を使用して営む生活の事実上の拠点となっており、

かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有してい

 るときは、その所在地が使用の本拠の位置として認められることもあり得る。

 エ　個人事業者の事務所等の場合

　個人事業者の事務所や店舗は、その者の住所又は居所ではないが、業務上の

活動の拠点であり、自動車もこれらの事務所等を拠点として使用され、そこで

点検整備、運行管理等がされる場合がある。この場合には、そこで実際に事業

が行われており、かつ、当該自動車は当該事業のために使用されていて、単に

通勤等に使用されるものではないときは、これらの事務所等の所在地が使用の

 本拠の位置として認められることもあり得る。

 ⑵　法人に係る具体的取扱い

 ア　法人登記がなされている営業所の場合

　自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所

は、通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業

活動が行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用

を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の

 位置には該当しない。

 イ　法人登記がなされていない営業所の場合

　法人登記がなされていない営業所であっても、そこを営業活動の拠点として実

際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用

をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められるこ



 ともあり得る。

 ウ　社員の個人宅等の場合

　パソコン等の情報通信手段等を利用し、自宅や分散された単位オフィス（サテ

ライトオフィス）等を職場として業務を行うテレワークの進展等により、法人の

保有する自動車について、当該法人の社員の個人宅等を「使用の本拠の位置」と

 する申請等がなされることがある。

　この場合には、そこを業務上の活動の拠点として実際に自動車を使用しており、

かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態が

あるときは、当該社員が当該自動車の管理責任者として認められ、かつ、その場

 所が「使用の本拠の位置」として認められることもあり得る。

 エ　レンタカー型カーシェアリング事業の場合

　国土交通省自動車局長通達において、「乗り捨て（ワンウェイ）方式によりレ

ンタカー型カーシェアリングを行う場合、貸渡自動車について IT 等の活用によ

り車両の貸渡し状況、整備状況等車両の情報を的確に把握することが可能である

と認められるときには、事業者の従業員を配置していない道路外の駐車場におい

て当該貸渡自動車の貸渡又は返還が行われるか否かを問わず、貸渡自動車の配置

事務所とすることができるものとして許可等を行うこととする。」及び「乗り捨

て（ワンウェイ）方式によりレンタカー型カーシェアリングを行う場合の貸渡自

動車配置事務所については道路運送車両法第７条第１項第５号に定める「使用の

本拠の位置」とすることができる。」と示され、法第３条等の「自動車の使用の

 本拠の位置」の解釈についても同様とする。

 ４　留意事項

 ⑴　車庫飛ばし事案の防止　

　個々の申請・届出に係る「使用の本拠の位置」の認定に当たっては、いわゆる

車庫飛ばし事案を防止する観点から、具体的事情に照らし、必要に応じ、現地を

調査し、居住又は業務の実態、自動車の使用状況等について申請者等から聴取し、

 又は資料の提出を求めることなどに配意すること。

 ⑵　保管場所証明書の申請者の住所

　自動車の登録申請書には印鑑証明書の添付を要する（自動車登録令第16条）こ

とから、登録申請書に記載する申請者の住所は、印鑑証明書に記載されたものと

 同一でなければならない。

　このため、保管場所証明書に記載する申請者の住所についても、住民登録・印

鑑登録に係る住所（以下「登録住所」という。）と同一であることを要する。し

たがって、保管場所証明書の申請に当たっては、登録住所が「自動車の使用の本

拠の位置」であるか否かを問わず、「住所」欄には登録住所を記載するよう指導

 すること。


